
�愛媛県告示第８２９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ホームセンターハルク 西条市神拝甲５８４番
地 大規模小売店舗の名称 ホームセンターハル

ク
マックスバリュ西条
神拝店

平成２５年
７月１日

平成２５年
７月３日

大規模小売店舗において小売
業を行う者 十亀林商有限会社 マックスバリュ西日

本株式会社

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…５３６
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○ 公共測量の終了の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５３７

○ 道路の供用開始（県道西条久万線）…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…５３８

○ 土地改良区役員の住所の変更の届出………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…５３８

○ 土地改良区の定款変更の認可………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５３８

○ 道路の供用開始（県道粟井浅海線）…………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…５３８

○ 指定道路の指定……………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）…５３８

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告（４件）……………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…５３８

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…５３９

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２４８７号 平成２５年７月１６日

平成２５年７月１６日火曜日 第２４８７号

愛 媛 県 報

５３６



�愛媛県告示第８３０号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 土居町上野（４） 平成２３年度から
平成２４年度まで

四国中央市の地籍
図及び地籍簿

松前町 筒井、浜、北黒
田の一部

平成２３年度から
平成２４年度まで

松前町の地籍図及
び地籍簿

西条市 大浜の一部 平成２２年度から
平成２３年度まで

西条市の地籍図及
び地籍簿

２ 認証年月日

平成２５年７月１６日

�������
�愛媛県告示第８３１号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２５年４月農林水産省告

示第１１６４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を関係市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は

所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市城川町古市６３１、
８０７、８１９、８２６、８２７、８２９、
８３１、８３６、８４８、８５０、８５６、
１４１６の１、１４１７、１４１８、
１４２１、１４３０、１４３１、１４３４、
１４３６、１４４１、１４４３、１４４４、
１４５９、３３２２から３３２４まで

徳島市応神町吉成字轟２１番地
３
毛 利 照 一

森林所有者

西予市城川町古市６３１、
８０７、８１９、８２６、８２７、８２９、
８３１、８３６、８４８、８５０、８５６、
１４１６の１、１４１７、３３２２か
ら３３２４まで

宇和島市明倫町１番１０号
毛 利 照 一 〃

西予市城川町古市６３１、
８０７、８１９、８２６、８２７、８２９、
８３１、８３６、８４８、８５０、８５６、
１４１６の１、１４１７、３３２２か
ら３３２４まで

宇和島市神田川原１０９番地
宇都宮 邦 夫 〃

西予市城川町古市１４１８、
１４２１、１４３０、１４３１、１４３４、
１４３６、１４４１、１４４３、１４４４、
１４５９

東宇和郡城川町大字古市９番
耕地３３番地
安 達 正 志

〃

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は、次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は

所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

大洲市肱川町山鳥坂４２２、
４３６、４３９の１、４４９の１

松山市美沢二丁目１番地１９号
藤 田 道 子 森林所有者

大洲市肱川町山鳥坂４４６
の１

香川県高松市屋島西町８８９番
地１
寺 尾 宣 孝

〃

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び関係

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８３２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路３次元データ計測）

２ 作業期間 平成２５年６月１８日から

１０月３１日まで

３ 作業地域 肱川本川（直轄管理区間）、支川矢落川（直轄管理

区間）（大洲市の一部）

�������
�愛媛県告示第８３３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局吉野川ダム

統合管理事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があっ

た。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２５年６月１日から

７月１日まで

３ 作業地域 四国中央市金砂町

愛 媛 県 報平成２５年７月１６日 第２４８７号
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�愛媛県告示第８３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市北条土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成２５年７月１６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地 松山市北条１１０９番地１

監 事 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地 松山市北条５１２番地１

�������
�愛媛県告示第８３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市吉藤土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２５年７月１６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第８３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８３８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年７月１６日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年７月９日

３ 指定道路の位置

喜多郡内子町五十崎甲１３７８番１及び甲１３７８番３の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２９．６６メートル

� 幅員 ４．００メートル

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市黒瀬字向乙１９５番８から

同字乙１９６番６まで
平成２５年７月１６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市萩原甲１５５番１地先から

同市萩原乙１８０番２２地先まで
平成２５年７月１６日

公 告

��������������
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第６３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２５年７月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９０，３２１

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，８０

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２１日 特定非営利活動法人あいあいつ
どいの家 渡 部 美 保 松山市勝岡町１０９８－２ この法人は、一般地域住民に対して、生活全般

にわたる援助に関する事業及び文化事業を行い、
公益に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２５日 特定非営利活動法人すずめのそ
ぞろ歩き 中 村 住 子 松山市旭町１０９番地 この法人は、一般市民、観光客や外国人、留学

生に対して「着物」文化を通した心のふれ合い
交流、「着物」文化を通した地域等との連携に
よるまちづくりに関する事業を行い、多くの方
々との交流や地域に密着した地域経済の活性化
や地域の人々や観光客との地域社会づくり、外
国人や留学生との国際交流に貢献することを目
的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２７日 ＮＰＯ法人ぴあ 佐 野 卓 志 松山市木屋町１丁目９番地４ この法人は、障害のある人が自分らしくあたり
まえに地域で生活することを支援するため、障
害のある人の社会参加促進に関する実践活動、
障害のある人に対する地域住民の理解促進活動
等を行いながら、地域福祉の向上、発展に寄与
することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２７日 ＮＰＯ法人レジェンド松山 大 野 加壽子 松山市南江戸４丁目５番６号 この法人は、スポーツ文化の一つであるバスケッ
トボールの振興を通して、地域社会の活性化と、
家族の絆回復や青少年への情操教育と健全育成、
および健康増進や健康管理としての予防医学・
栄養学等の普及を積極的に取り入れて、元気で
連帯感あふれる「町づくり」「地域のコミュニ
ティーづくり」と、そして「心豊かな人間づく
り」「家庭づくり」を目指し、スポーツ文化の
定着を図ることで二十一世紀の社会づくりに貢
献することを目的とする。

選挙管理委員会告示
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を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４８，７９１

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，９７３ １４，６５８

南 宇 和 郡 ２０，８０３ ６，９３５

松山市・上浮穴郡 ４３１，８０９ １３８，６３５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４６，０８４ ４８，６９５

宇和島市・北宇和郡 ８３，８２２ ２７，９４１

八幡浜市・西宇和郡 ４１，７５１ １３，９１７

新 居 浜 市 １０２，０９２ ３４，０３１

西 条 市 ９３，３６０ ３１，１２０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５４，４９０ １８，１６４

伊 予 市 ３２，２１５ １０，７３９

四 国 中 央 市 ７５，８５２ ２５，２８４

西 予 市 ３５，７５９ １１，９２０

東 温 市 ２８，３１１ ９，４３７

平成２５年７月１６日 発行
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